
【茨木市】令和２年度一般会計補正予算の概要 

 

 

 

 

 

 

一般会計補正予算（第２号）では、「茨木市緊急対策第３弾」として、健やかな市民生活とまちの活力を 

取り戻すため、自粛要請等が解除され新型コロナウイルスと共存した生活が営まれるなか、感染症対応に留意し 

つつ活動される市民等の皆さまや、感染リスクを負いながら開業されている医療機関や障害者・介護事業所等へ 

の「多様な主体の活動支援」に努めるとともに、小規模事業者等への家賃支払い支援や融資に係る利子補給制 

度、地域生活を支える感染症に対応した事業活動への支援など「事業者等の事業継続支援」を推進する。 

 

一般会計補正予算（第2号）【コロナ対策】   

□補正額 10 億 2,260 万 4 千円 

（補正後 1,248 億 7,349 万 1 千円－補正前 1,238 億 5,088 万 7 千円） 

□主な内容 

 

 

    

      

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 

【財 源】 

・国庫支出金                      144,085 千円 

   ・府支出金                         45,288 千円 

・財政調整基金繰入金              820,631 千円 

・市債                             12,600 千円 

 

 
一般会計補正予算（第３号）では、「安全・安心」、「豊かさ・幸せ」を実感できる「次なる茨木」のまちづくり 

へ向けて取組む最重要課題のうち、早期に対応が必要な事業について実施する。 

 

一般会計補正予算（第３号）【最重要課題への対応】   

□補正額 4 億 7,995 万 2 千円 

（補正後 1,253 億 5,344 万 3 千円－補正前 1,248 億 7,349 万 1 千円） 

□内 容 

   ・病院誘致に向けた基本整備構想の策定 

   ・中学校給食基本計画の策定等 

   ・安威川ダム周辺整備事業 

【財 源】 

・市税                             76,452 千円 

・市債                            403,500 千円 

『茨木市緊急対策第３弾』として、医療機関や障害者・介護事業所、自治

会や福祉活動団体など「多様な主体の活動支援」に努めるとともに、小規模 

事業者への家賃支払い支援など「事業者等の事業継続支援」を推進 

備　　考

水道料金・下水道等使用料の減額 ７月・8月の検針分を減額

国民健康保険料の減額 令和２年度分を減額

図書館における電子書籍の導入

医療機関・障害者(児)福祉サービス・介護事業所への新型コロナウイル

ス感染対策応援給付金の支給
６月下旬から申請受付

自治会活動の感染予防支援補助 ６月下旬から申請受付

福祉活動等感染予防支援補助金の創設 ６月下旬から申請受付

チャレンジいばらき補助金の拡充

家賃の減額を行う貸主に対する家賃減額協力補助金の創設 ６月下旬から申請受付

新型コロナウイルス感染症関連融資に係る利子補給制度の創設

小学校のオンライン授業に向けた取組みの推進

子ども家庭総合支援拠点の設置

「＃エール茨木寄附」の創設・募集
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